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富士通ソフトウェア技術者認定制度 

富士通ソフトウェアマスター 
 

 
 
 

重要なお知らせ 

このたび、富士通ソフトウェアマスターは、2026 年 3 月 31 日（火曜日）をもちまして、一般の方向けの試験および認定
サービスの提供を終了し、富士通グループ向けの認定制度に変更いたします。 
また、富士通ソフトウェアマスターの終了に伴い、Fujitsu Software Technical Talent Hubも終了します。 

認定申請の受付期限 
2026年 3月 31日（火曜日）まで 

受験の申込期限 
資格によって異なります。 

取得済の資格について 
取得済の富士通ソフトウェアマスター資格は、以下のとおり取り扱います。 

• 有意性の期限がある資格：有意性の期限まで有効です。（注 1） 

• 有意性の期限がない資格：2026年 4月 1日より 5年間有効とし、2031年 3月 31日をもって失効します。 

資格の失効に伴い、デジタル認定証（オープンバッジ）は同日「失効」と表示されます。 
注 1）取得済資格の有意性の期限は、デジタル認定証（オープンバッジ）または認定証でご覧ください。 

個人情報の取り扱いについて 
お預かりしている個人情報は、取得済の富士通ソフトウェアマスター資格の失効後、富士通が適切に削除いたします。 
資格取得者の皆さまによる個別の資格失効手続きは不要です。 

よくあるご質問（FAQ）－ 制度変更 
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富士通ソフトウェアマスターとは 
 

富士通ソフトウェアマスターとは、富士通ソフトウェア製品に対する知識や技術に加え、デジタル技術や開発手法、OSS などを、
適切かつ効果的に活用するための技術力を富士通が認定する制度です。 
富士通ソフトウェアマスターが提供する資格のレベルおよび分野は以下のとおりです。 

 

 

• Database 
データベース管理システムの構築や利用ができる 

• Cloud 
クラウドの運用ができ、統合されたクラウドシステムを実現できる 

• Operations Management 
システムの安定稼働を実現できる 

• Service Platform 
構成するソフトウェア製品群を活用して、システムを構築運用できる 

• Agile 
アジャイル開発を実践できる 

• Security 
お客様のシステムに不可欠なセキュリティ対策を実現できる 

• AI 
ディープラーニングの実用化に伴った AIシステムの開発・構築・運用ができる 

 

 

富士通ソフトウェアマスター資格を取得すると、デジタル認定証（オープンバッジ）が発行されます。 

 
 

オープンバッジとは、知識やスキルを証明する、世界共通の技術標準規格に沿って発行されるデジタル証明です。改ざんや偽造が
不可能で、バッジに埋め込まれたメタデータで内容を証明します。 

 

 

資格一覧 
 

富士通ソフトウェアマスターの資格は、「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」をご覧ください。 

 

 

資格取得の流れ 
 

富士通ソフトウェアマスターの資格取得の流れについて説明します。 

 
 
1. 資格・試験内容の確認 

「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」から、取得を目指す資格について確認します。 
 

https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
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2. 受験申込み 
受験の申込み方法は、試験によって異なります。「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」で資格の認定条件から、該当の
試験を確認します。 
 

富士通が主催する「富士通ソフトウェアマスター資格試験」の新規お申込み受付は、現在ほとんどの試験で 
終了しております。 
お申込み可能な資格試験は以下のとおりです。（2026年 1月 8日現在） 
該当の試験コースを株式会社富士通ラーニングメディアからお申し込みください。 

• Fujitsu Certified Senior Professional Agile（L3） 

• Fujitsu Certified Professional Cloud (Cloud Infrastructure)（L2） 

• Fujitsu Certified Associate AI（L1） 

 
3. 受験 

受験方法や受験会場なども、試験によって異なります。 
 

4. 合格通知 
受験した試験、受講した eラーニングコース、および、講習会の運用に従って、合否が通知されます。 
 

5. 認定申請 
資格を取得するためには、認定申請が必要です。試験に合格したら、「認定申請」の手続きを行います。 
 

6. オープンバッジの受領 
富士通ソフトウェアマスターに認定されたら、「デジタル認定証（オープンバッジ）の受領」を行います。 

 

 

認定申請 
 

 

 

 

Senior Master（L5）またはMaster（L4）資格の認定申請について 

富士通ソフトウェアマスター事務局までその旨ご連絡ください。折り返し、Senior Master（L5）またはMaster（L4）資格の申
請書を送付させていただきます。 

 

 

規約への同意確認 

富士通ソフトウェアマスター資格の認定申請にあたり、以下の 2つの規約に同意いただく必要があります。各内容を確認して、ご
同意のうえ、認定申請していただきますようお願いします。 

• Fujitsu Software Technical Talent Hub 会員の利用規約 

• 富士通ソフトウェアマスター「オープンバッジ個人情報保護規約」 
 

申請方法 

富士通ソフトウェアマスター資格を認定申請するには、以下の内容を富士通ソフトウェアマスター事務局宛にメールで送信します。 

重要 

「富士通ソフトウェアマスター」は、2026 年 3 月 31 日（火曜日）をもちまして、一般の方向けの試験および認定サービスの
提供を終了します。つきましては、2026年 3月 31日（火曜日）までに認定申請していただきますようお願いします。 

https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
https://www.knowledgewing.com/kw/
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送付先：富士通ソフトウェアマスター事務局（contact-sw-master@cs.jp.fujitsu.com） 

件 名：【富士通ソフトウェアマスター】認定申請 

本 文：以下のテキストをコピーして、メール本文に貼り付けます。「各項目の記入例と説明」を参考に記入します。 

*は必須項目です。 

富士通ソフトウェアマスター事務局 宛 

富士通ソフトウェアマスターの 2つの規約に同意しました。 
・Fujitsu Software Technical Talent Hub会員の利用規約 
・富士通ソフトウェアマスター 「オープンバッジ個人情報保護規約」 

富士通ソフトウェアマスター資格について、以下のとおり申請します。 
・氏名*： 
・氏名（ローマ字）*： 
・E-mailアドレス： 
・法人名（会社名、学校名、団体名など）*： 
・居住国*： 
・認定申請する資格名*： 
・外部資格合格情報（他社資格に合格した場合）*： 

各項目の記入例と説明 

各項目の記入例と説明は、以下をご覧ください。 

• 氏名*： 
例）富士通 太郎 
姓と名の間に空白（全角）を入れてください。 

• 氏名（ローマ字）*： 
例）Fujitsu Taro 
姓と名の間に空白（半角）を入れてください。 

• E-mailアドレス： 
例）xxxx@xxxx.xxxx 
登録したい E-mailアドレスを記入してください。未記入の場合は、送信元 E-mailアドレスで登録されます。 

• 法人名（会社名、学校名、団体名など）*： 
例）富士通株式会社 
法人に属さない方は「個人」と記入してください。 

• 居住国*： 
例）日本 
居住国によって、富士通ソフトウェアマスターのデジタル認定証（オープンバッジ）を発行できない場合があります。 

• 認定申請する資格名*： 
例）Fujitsu Certified Associate Agile 
「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」で申請する資格名を確認し、正確に記入してください。 

• 外部資格合格情報（他社資格に合格した場合）*： 
例）https://www.openbadgexxx-com/xxx/xxx 
富士通ソフトウェアマスターと連携している他社の資格に合格した場合、証明となるデジタル認定証（オープンバッジ）の
URL を記入するか、または外部資格の認定証を申請するメールに添付してください。外部資格の認定証を添付した場合は、
本項目は記入不要です。なお、プロメトリック株式会社で受験された方、および株式会社富士通ラーニングメディアで受講 
/ 受験された方は合格情報の添付は不要です。 

 
認定されるまでには、1～2週間かかります。 

 

https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
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デジタル認定証（オープンバッジ）の受領 
 

富士通ソフトウェアマスターに認定されたら、デジタル認定証（オープンバッジ）を受領します。 

重要 
以下のメールアドレスからのメールを受信できるようにしておいてください。 

OpenBadge ＜noreply@openbadge-global.com＞ 
 

2024年 9月 18日以前に受信していた場合は、OpenBadge ＜noreply_openbadge@netlearning.co.jp＞から届いています。 
 

1. 「件名：オープンバッジ授与のお知らせ」メールを受信 
富士通ソフトウェアマスター事務局へ認定申請したときの送信元 E-mailアドレスにメールが届きます。 
メール本文の「受領手続きをはじめる」ボタンをクリックします。 
初めてオープンバッジを受領する場合は、手順 2の「ウォレットアカウントの作成」に進みます。 
 

2. ウォレットアカウントの作成（初めてオープンバッジを受領する場合のみ） 
オープンバッジを保管する「オープンバッジウォレット」のアカウント登録が必要です。 
アカウント登録に必要な情報：メールアドレス、氏名、パスワード 
注意：アカウント登録で指定するメールアドレスは、「認定申請」時に「E-mailアドレス：」欄に記入した E-mailアド 
   レス（未記入の場合は、認定申請時の送信元 E-mailアドレス）にしてください。 
 
登録完了後、確認メールの「登録完了」ボタンをクリックするとオープンバッジにログインできます。 
なお、オープンバッジウォレットには複数のメールアドレスを追加登録できます。 
 

3. 「件名：オープンバッジ発行完了のお知らせ」メールを受信 
手順 1のメール受信から、数時間～1日後に届きます。 
メール本文の「ログイン/アカウント作成」ボタンからオープンバッジウォレットにログインし、受領したオープンバッジ
を確認します。 
 

4. オープンバッジの受領完了 
これでオープンバッジの受領は完了です。 
 

オープンバッジウォレット、ウォレットアカウントなどについては、株式会社 LecoSサイトをご覧ください。 

 

 

よくあるご質問（FAQ） 
 

富士通ソフトウェアマスターについて、よくあるご質問と回答をご紹介します。 

受験                                              

 
富士通ソフトウェアマスターの各資格の認定条件を教えてください。 

 
「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」の各資格の「認定条件」をご覧ください。 

 

 

https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
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認定申請                                            

 
富士通ソフトウェアマスターが採用している外部資格を取得しました。認定申請方法を教えてください。 

 
「認定申請」をご覧ください。 

 
富士通ソフトウェアマスターサロンは、どこからログインできますか？ 

 
「富士通ソフトウェアマスターサロン」は、2024年 3月 31日（日曜日）をもちまして閉鎖しました。 

 
富士通ソフトウェアマスターの認定証が欲しいです。申請方法を教えてください。 

 

富士通ソフトウェアマスターサロンの閉鎖（2024 年 3 月 31 日）に伴い、富士通ソフトウェアマスターの「認定証/ 
認定ロゴ」のダウンロードサービスも終了しました。「認定証 / 認定ロゴ」の提供・再提供はできません。 

資格取得状況について知りたい場合は、以下までお問い合わせください。 
富士通ソフトウェアマスター事務局（contact-sw-master@cs.jp.fujitsu.com） 

 

 

デジタル認定証（オープンバッジ）                                

 
デジタル認定証（オープンバッジ）はいつから発行されるようになりましたか？ 

 
2024年4月1日以降に富士通ソフトウェアマスターの資格を取得された方に対して発行しています。 

 
デジタル認定証（オープンバッジ）の受領方法を知りたいです。 

 
「デジタル認定証（オープンバッジ）の受領」をご覧ください。 

 
認定申請してからデジタル認定証（オープンバッジ）が発行されるまで、どのぐらいの日数がかかりますか？ 

 
認定申請してからオープンバッジが発行されるまで 2～3週間程度かかります。 

 
「メール件名：富士通株式会社からオープンバッジ授与のお知らせ」のメールを見落としてしまい、受領
期限が切れてしまいました。どうしたらよいでしょうか？ 

 
以下のメールから受領手続きができます。 
件名：「富士通株式会社からオープンバッジ授与のお知らせ」 

手続きについては、株式会社 LecoSのサイトの以下をご覧ください。 
「FAQよくある質問」の「受領期限が切れてしまったので、オープンバッジを再送してください。」 

 
2024年3月31日以前に取得済の資格について、デジタル認定証（オープンバッジ）を発行してください。 

 
2023年3月31日以前に取得された資格については、「認定証」および「認定ロゴ」を発行しているため、デジタル認定
証（オープンバッジ）は発行いたしません。 

 



 

7 

   © 2025-2026 Fujitsu Limited 

制度変更                                            

 
富士通ソフトウェアマスター認定制度の変更とは、具体的にどういうことですか？ 

 
「富士通ソフトウェアマスター 認定制度」は、一般の方への試験および認定サービスの提供を終了し、富士通グルー
プ向けの認定制度となります。主な変更点は以下のとおりです。 

【受験の申込期限】 
 各資格によって異なります。「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」で資格の認定条件を確認して、該当の試験を 
 確認してください。 
【認定申請の受付期限】 
 2026年 3月 31日（火曜日） 
【取得済の資格について】 
 ・ 有意性の期限がある資格：有意性の期限まで有効です。 
 ・ 有意性の期限がない資格：2026年 4月 1日（水曜日）より 5年間有効とし、2031年 3月 31日（月曜日）を 
               もって失効します。 

 
富士通ソフトウェアマスターはいつまで受験できますか？ 

 
受験の申込期限は各資格によって異なります。 
各資格の試験は、「富士通ソフトウェアマスター資格一覧」をご覧ください。富士通ソフトウェアマスター資格の認定
申請の受付は、2026年 3月 31日（火曜日）までです。2026年 4月 1日（水曜日）以降は、認定条件を満たしてい
ても認定申請は受け付けられませんので、ご注意ください。 

 
取得済の富士通ソフトウェアマスター資格は、制度変更後どうなりますか？ 

 
取得済の富士通ソフトウェアマスター資格は、以下のとおり取り扱います。 
・有意性の期限がある資格： 
 有意性の期限まで有効です。 
 取得済資格の有意性の期限は、「認定証」または「デジタル認定証（オープンバッジ）」に記載されている有効期限 
 をご確認ください。 
・有意性の期限がない資格： 
 2026年4月1日（水曜日）より5年間有効とし、2031年3月31日（月曜日）をもって失効します。 

 
取得済のデジタル認定証（オープンバッジ）は、制度変更後どうなりますか？ 

 
2024年 4月 1日以降に富士通ソフトウェアマスターの資格を取得された方には、デジタル認定証（オープンバッジ）
を発行しております。 
デジタル認定証（オープンバッジ）は、各資格の有意性の期限切れに伴い失効します。失効後は、オープンバッジウ
ォレット上（株式会社 LecoS）で失効表示に切り替わります。 

 
取得済の富士通ソフトウェアマスターの資格を確認するには、どうしたらいいですか？ 

 
資格の取得時期によって確認方法が異なります。 
・2024年 3月 31日以前に取得済の資格： 
 富士通ソフトウェアマスター事務局から発行された「認定証」をご確認ください。 
・2024年 4月 1日以降に取得済の資格： 
 オープンバッジウォレット（株式会社 LecoS）で、受領済のデジタル認定証（オープンバッジ）をご確認ください。 

https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
https://docs.fujitsu/documents/1-0019/certification-softwaremaster-list01.pdf
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富士通ソフトウェアマスターと連携している他社の資格（OSS-DB Silver、G検定など）に合格しました。
富士通ソフトウェアマスターの認定申請はできますか？ 

 
2026年 3月 31日（火曜日）までに認定申請いただいた場合は、富士通ソフトウェアマスター資格に認定されます。 

 
提供した個人情報は、どのように扱われますか？ 

 
お預かりしている個人情報は、富士通ソフトウェアマスター資格の有効期限満了後、または資格が失効した場合に、
富士通が適切に削除します。資格取得者の皆様による個別の資格失効手続きは不要です。 

 
Fujitsu Software Technical Talent Hubは、どうなりましたか？ 

 
準備を進めておりました Fujitsu Software Technical Talent Hubは、誠に残念ながら、会員サイトの公開を中止させ
ていただくことになりました。お待ちいただいておりました皆さまには、ご期待に沿えず、深くお詫び申し上げます。 
富士通ソフトウェアマスター資格の認定申請は、引き続き「Fujitsu Software Technical Talent Hub会員の利用規約」
に基づいて運営されます。認定申請を行うには、2026年 3月 31日（火曜日）まで本規約への同意が必要です。 
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規約：Fujitsu Software Technical Talent Hub会員の利用規約 

個人情報の取扱いについては第 9条に記載しています。 

第 1条（適用範囲） 

Fujitsu Software Technical Talent Hub会員の利用規約（以下「本規約」という）は、富士通株式会社（以下「富士通」という）が
運営するウェブサイト「Fujitsu Software Technical Talent Hub」（以下「本ウェブサイト」という）を通じて提供する第 7条に定
める各サービス（第 7条の内容を含むが、これに限らないものとする。以下あわせて「本サービス」という）を、第 2条に定める
Fujitsu Software Technical Talent Hub会員（「以下「会員」という）が利用する場合に適用します。 

第 2条（会員） 

1. 会員とは富士通のソフトウェア製品または富士通のソフトウェア製品に関するサービスに関心をお持ちの方で、本規約に同
意したうえで第 4 条の手続きに基づき会員登録をしていただき、富士通が本サービスの利用に必要なユーザーID を発行し
た方をいいます。 

2. 富士通ソフトウェアマスター認定技術者とは第 1 項に定める会員のうち富士通ソフトウェア技術者認定制度における資格
を富士通により認定された方をいいます。 

第 3条（会員の資格） 

本サービスの利用は、第 4条に基づき登録を行った会員本人に限られるものとします。 

第 4条（会員登録） 

1. お客様または富士通は、以下のいずれかの方法でお客様の会員登録の申し込みを行うものとします。富士通は、会員登録の
手続きが完了した会員に対し、ユーザーIDの登録が完了した旨の電子メールを送付するものとします。 

(1) お客様は、本規約に同意の上、本ウェブサイトのユーザーID新規登録より会員登録の申し込みを行う 
(2) 富士通は、事前にお客様に対して本規約への同意を確認した上で、富士通にてお客様の会員登録の申し込みを代行する 

2. お客様の会員登録の申し込みに対し、以下のいずれかに該当する場合には、富士通は当該申し込みを承諾しないことがあり
ます。 

(1) 虚偽の事実を申告した場合 
(2) 過去に、本規約違反などにより会員登録を抹消されたことがある場合 
(3) 本サービスの運用上著しく困難がある場合 
(4) その他富士通の任意で会員登録を拒否する場合 

3. 会員は、氏名・メールアドレスなど会員情報に変更が生じた場合、速やかに所定の変更手続を行うものとします。 

第 5条（ユーザーIDおよびパスワードの管理責任） 

1. 会員は、自己の責任において、ユーザーIDおよびパスワードを管理し、不正利用の防止に努めるものとします。 

2. 会員は、ユーザーIDおよびパスワードを他者と共有しない、または他者に利用させないものとします。 

3. 会員は、本サービスに関しサイバー攻撃（第三者からの不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざん、情報窃
取を含むがこれらに限定されません）、情報漏洩、データの毀損・滅失または本規約の違反などがあった場合（それらのおそ
れがある場合を含む）、富士通の要請に応じ、その調査に協力するものとします。 

4. 会員は、ユーザーIDおよびパスワードの管理・利用について責任を負うものとし、第三者の不正利用などが発生しても、富
士通は会員および第三者に対して一切責任を負わないものとします。 

5. 前項のパスワードの不正利用および富士通が意図しない方法でユーザーID、パスワードを利用したことにより富士通に損害
が生じた場合は、会員は当該損害を賠償するものとします。 

第 6条（会員の遵守事項） 

1. 会員は富士通が本サービスを提供するにあたり必要と判断したデータおよび情報などを、富士通に提供するものとします。 

2. 会員は富士通が依頼する問題解決に必要と判断した予防または修正のための作業をすみやかに実施するものとします。 

3. 会員は本規約に基づき本サービスを受ける権利を、第三者に譲渡・再許諾などできないものとします。また、本サービスに
より富士通が会員に提供した情報その他著作物は、その会員のみ利用することができるものであり、会員は富士通の書面に
よる事前の承諾なくして、当該情報その他著作物を第三者に利用させないものとします。 
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4. 会員は富士通のソフトウェア製品に関する所有権・使用権などを保有するなど、富士通のソフトウェア製品を適法に利用し
ていることを富士通に対し保証するものとします。万が一適法に利用していないことが判明した場合には、富士通は当該会
員に対して本サービスの提供を停止できるものとします。 

5. 会員は本サービスで提供する著作物（文書、資料、画像、音声、ソフトウェアなど）の著作権は富士通またはその他の権利
者に帰属することを了承するものとし、これらの著作物について別段の定めがある場合を除き私的使用その他著作権法で特
に認められている範囲を超えて利用（複製・改変・上映・公衆送信・頒布・使用許諾などを含む）することはできないもの
とします。 

6. 会員は本サービスの情報に関する各種知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウなどを含みま
すが、これらに限定されません）は、それぞれの適切な権利者に帰属することを了承するものとします。 

第 7条（本サービス内容） 

1. 本サービスの内容は以下とします。 

(1) 会員向け情報の受信 
  富士通は会員に対し、会員に有益と思われる製品・サービスなどの情報を、電子メールなどにより会員へ送付します。 
(2) 富士通ソフトウェアマスター認定に関する手続き 
  富士通は会員に対し、富士通ソフトウェアマスター資格の認定申請サービスを提供します。 

2. 富士通は本サービスに係る業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。 

3. 富士通は会員への事前の通知および承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。 

第 8条（費用） 

1. 会員登録にあたっての登録料ならびに本ウェブサイトの入会金、年会費は無料です。ただし、会員登録の際にかかる通信費
などは会員が負担するものとします。 

2. 本サービスの利用料は、原則として無料とします。ただし、本サービスの内容が追加された場合は、追加されたサービスに
関して新たに利用料が発生する場合があります。 

3. 会員は、本サービスを利用するために必要となるパソコン、通信ソフト、通信機器などを、自己の責任と費用負担において
用意するものとします。また、会員は自己の責任と費用負担においてインターネットに接続の上、本サービスを利用するも
のとします。 

第 9条（個人情報の取扱い） 

富士通は、お客様の会員情報を、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で利用するものとし、富士通の個人情報保護ポリシ
ーに基づいて適切に取り扱います。 
なお、以下の利用目的を達成するため必要な範囲において、会員情報を業務委託先に提供することがございます。 
また、会員がもつ富士通ソフトウェアマスター資格の取得・保有状況を本ウェブサイトにおいて公開いたします。 

1. 会員情報の項目 

(1) 氏名、メールアドレス、ユーザーID、富士通ソフトウェアマスター資格情報など 
(2) 富士通ソフトウェアトレーニングの受講履歴 
(3) お問い合わせ内容、その他の登録情報 

2. 会員情報の利用目的 

• 本サービスの提供・運営、利用状況の把握およびサービスの利用に際し会員の個人認証・特定を行うため 

• 本サービスの向上を目的として、電子メールなどによりアンケート調査を実施するため 

• 富士通株式会社および富士通グループ会社の法人向け製品・サービスおよびソリューションに関する総合的な情報や、イ
ベント・セミナー開催のご案内に関する情報（宣伝・広告を含む）、催し物の案内などを電子メールなどによって提供する
ため 

• 富士通ソフトウェアマスター資格を会員に認定する際に、富士通ソフトウェアマスター資格情報の管理および認定の証書
を発行するため 

3. cookieによる情報収集 
本サービスでは、本ウェブサイトの利用履歴情報を収集するため cookie を使用しております。会員は、インターネット閲
覧ソフトウェア（ブラウザ）にて「cookieを無効にする」と設定することにより cookie使用を拒否することもできますが、
その場合は利用できるコンテンツやサービスの範囲が限定される可能性があります。 
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4. 会員情報のお問い合わせ 
会員情報に関する開示・内容訂正など（内容の訂正・追加・削除）・利用停止など（利用停止・消去）の請求については、末
尾に掲載している「Fujitsu Software Technical Talent Hubに関するお問い合わせ」までご連絡ください。 

第 10条（変更） 

富士通は本規約の内容を変更する必要が生じた場合は、会員に対する通知をもって変更できるものとします。 

第 11条（サービスの打ち切り） 

富士通は会員への事前の通知により、本サービスの提供の全部または一部を打ち切る場合があることを会員は了承するものとしま
す。 

第 12条（本サービスの終了および中断） 

富士通は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を終了もしくは中断することができるものとします。 

1. 本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合 

2. 天災地変、労働争議、事故などの不可抗力により本サービスの提供ができない場合 

3. その他、富士通が運用上または技術上やむを得ないと判断した場合 

第 13条（退会） 

1. 会員が、Fujitsu Software Technical Talent Hubの利用を終了する場合、本サービスのサイトに定める所定の手続に従い、
富士通に利用終了の申請をするものとします。 

2. 退会しても富士通ソフトウェアマスターの資格保持者が保有している資格は有効ですが、本ウェブサイトで提供している各
種サービスは利用できなくなります。 

第 14条（会員資格の取消など） 

1. 会員が、以下のいずれかに該当した場合、富士通は、事前の通知・催告なしに、本サービスの一部もしくは全部の利用を停
止、または会員登録を抹消することがあります。 

• 他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用した場合 

• 本サービスの運営を妨げる行為を行った場合 

• 登録されたメールアドレスが無効な場合 

• 会員登録後に、第 4条第 2項各号のいずれかに該当すると判断した場合 

• 会員登録時に虚偽の事項が記載されていたことが判明した場合 

• 富士通ソフトウェアマスター認定技術者の認定申請時に、虚偽の事実を申告した場合 

• 他者を誹謗中傷したり公序良俗に反する行為をした場合 

• 富士通が事前に承認した場合を除き、本サービスを使用して、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的と
した利用を行った場合 

• 富士通が不適切と判断した行為を行った場合 

• その他本規約の内容に違反した場合 

2. 前項のいずれかの行為を会員が行ったことにより、富士通が損害を被った場合、富士通は会員に対し当該損害の賠償を請求
することがあります。 

第 15条（免責） 

1. 富士通は、本サービスにおいて富士通が提供する情報に関し、その完全性、正確性、有用性などについて、いかなる保証も
行わないものとします。 

2. 富士通は、会員が本サービスの利用もしくは利用不能により被った損害について、何ら責任を負わないものとします。 

3. いかなる場合においても富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通の予見の有無を問わず特
別の事情から生じた損害逸失利益ならびに第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとしま
す。 
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第 16条（通知） 

本サービスおよび本規約における富士通から会員への通知は、電子メールまたは本ウェブサイトでの表示により行われるものとし
ます。 

第 17条（専属的合意管轄裁判所） 

会員と富士通の間で、本サービスにつき訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第 18条（存続条項） 

第 11 条または第 12 条に基づく本サービスの打ち切りまたは終了後も、第 9 条（個人情報の取扱い）、第 15 条（免責）第 3 項、
第 17条（専属的合意管轄裁判所）は有効に存続します。 

 

Fujitsu Software Technical Talent Hubに関するお問い合わせ 

富士通株式会社 Fujitsu Software Technical Talent Hub事務局 
contact-technicaltalent-hub@cs.jp.fujitsu.com 

 

付則 

本規約は、2024年 4月 1日より有効とします。 
2024年 4月 初版 
2025年 5月 第 2版 

 

「認定申請」に戻る 
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規約：富士通ソフトウェアマスター「オープンバッジ個人情報保護規約」 

第 1条（適用範囲） 

オープンバッジ個人情報保護規約（以下「本規約」といいます）は、富士通株式会社（以下「富士通」といいます）が知識・スキ
ル・経験のデジタル証明書として発行するオープンバッジの運用に適用されます。 

第 2条（オープンバッジの発行） 

1. 富士通は、認定申請者が、「富士通ソフトウェアマスター」の資格認定条件を満たした場合、認定の証として、オープンバッ
ジを富士通ソフトウェアマスター認定技術者（以下「認定技術者」といいます）に発行します。 

2. 富士通は、オープンバッジを発行、管理するサービス（以下「本サービス」といいます）の運営の一部を、第三者（以下「委
託先」といいます）に委託することができます。 

第 3条（個人情報等の取り扱い） 

1. 富士通は、認定技術者が、Fujitsu Software Technical Talent Hubに登録した氏名、メールアドレスおよび会社名（以下「個
人情報」といいます）を、本サービス遂行のため（以下「本目的」といいます）に利用いたします。 

2. 富士通は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を認定技術者の同意を得ずに第三者に開示、提供しないものと
します。 
(1) 法令に基づき開示する場合（法令に基づき公的機関が行う捜査または調査手続きのために開示することを含みます。） 
(2) 本目的のために必要な範囲で、個人情報を委託先に預託する場合 

第 4条（オープンバッジの失効） 

認定技術者が以下のいずれかに該当した場合、富士通は、認定技術者に事前に通知することなく、発行されたオープンバッジを失
効させることができるものとします。 

(1) 本規約に違反した場合 
(2) 不適切と富士通が判断した場合 

第 5条（個人情報の削除） 

認定技術者は、富士通に対して、いつでもオープンバッジ発行のために用いられた自らの個人情報の削除を要求できるものとしま
す。 

第 6条（認定技術者に対する責任） 

1. 富士通または委託先は、通常講じるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害その他富士通ま
たは委託先の責めに帰すことのできない事由による被害が認定技術者に生じた場合には、一切の責任を負わないものとしま
す。 

2. 富士通が本規約に基づく債務を履行しないことにより認定技術者に損害を与え、富士通が賠償責任を負う場合、いかなる場
合においても、富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通が予見すべきであったか否かを問
わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 

3. 本規約に基づく債務を履行しないことにより認定技術者が被った損害が、富士通の故意または重過失に起因するものである
場合には、前項の規定は適用しないものとします。 

第 7条（当事者間解決） 

認定技術者が、本サービスの利用により第三者に対して損害を生じさせた場合には、自己の責任と費用負担において処理解決する
ものとします。 

第 8条（損害賠償） 

認定技術者が、本規約に違反し、または本サービスの利用により富士通委託先に対し損害を与えた場合、認定技術者は当該損害を
賠償するものとします。 

第 9条（本規約の変更） 

1. 富士通は、認定技術者の事前承諾無しに、本条に従い任意に本規約を変更できるものとします。 

2. 富士通は、本規約の変更をしたときには、一定の予告期間を設けて（但し、認定技術者の一般の利益に適合する場合を除き
ます）、富士通が適当と判断する方法により当該変更後の本規約を認定技術者に通知または公表するものとします。 
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3. 変更後の本規約は、前項により富士通から認定技術者に通知または公表した後、当該予告期間が経過した時点から効力が生
じるものとします。但し、認定技術者の一般の利益に適合する場合には、当該変更は、富士通から認定技術者に対する通知
または公表が行われたと同時にその効力が生じるものとします。 

4. 認定技術者は、本規約変更後の本サービスの最初の利用をもって、当該変更に同意したものとみなします。 

第 10条（管轄裁判所） 

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

本規約は 2024年 4月 1日から発効します。 
2024年 4月 1日 富士通株式会社 

 

本規約に関するお問い合わせ 

富士通ソフトウェアマスター事務局 
contact-technicaltalent-hub@cs.jp.fujitsu.com 

 

「認定申請」に戻る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問い合わせ先 

富士通ソフトウェアマスター事務局 
contact-sw-master@cs.jp.fujitsu.com 


